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「電子契約の利用に係る申請書」の提出

【電子契約締結までの流れ】
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受注者決定後に、電子契約を希望する場合

「電子契約の利用に係る申請書」を提出

「電子契約の利用に係る申請書」の提出

〇 電子契約はメールでのやり取りになるため、県では、受注者の
メールアドレスを確認します。

〇 電子契約を締結する権限のある方のメールアドレスを必ず記入し
てください。

〇 担当者の欄に記載されたメールアドレスが受注者の第一承認者と
なります。

〇 承認者の欄に記載されたメールアドレスが受注者の第二承認者と
なります。

〇 承認者は、電子契約システム上にアップロードした契約書をシス
テム内で承認する権限を有する方とします。

〇 電子契約で利用するメールアドレスについては、フリーメールア
ドレスの利用はできません。

【提出方法】
〇 受注者となった後に、下記の県ホームページからダウンロード
して、電子メール等でご提出ください。

「電子契約の導入について」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jk8/denshikeiyaku.html

「電子契約の利用に係る申請書」の提出について
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電子契約用メールアドレス
確認書（申請書）の提出
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